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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貨幣を収納するとともに収納されている貨幣を繰り出し可能な収納繰出部と、
　前記収納繰出部から繰り出された貨幣を搬送する搬送部と、
　前記搬送部に接続され、貨幣を収納するとともに収納されている貨幣を繰り出し可能な
貨幣収納カセットが着脱自在に装着されるカセット装着部と、
　前記収納繰出部から繰り出された貨幣に関する異常を検知する異常検知手段と、
　前記収納繰出部から前記カセット装着部に装着されている前記貨幣収納カセットへ貨幣
を送る出金処理で、前記異常検知手段により異常が検知された場合に、前記カセット装着
部に装着されている前記貨幣収納カセットから前記収納繰出部に貨幣を戻す戻し処理を行
う制御部と、
　を備えた、貨幣処理機。
【請求項２】
　前記制御部は、前記異常検知手段により検知された異常が解消されるとともに前記戻し
処理が行われたことを条件として、前記収納繰出部から貨幣を繰り出して前記カセット装
着部に装着されている前記貨幣収納カセットに貨幣を送る再出金処理を行うようになって
いる、請求項１記載の貨幣処理機。
【請求項３】
　前記制御部は、前記異常検知手段により異常が検出された時点における前記収納繰出部
に収納されている貨幣の数と、前記戻し処理により前記貨幣収納カセットから前記収納繰
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出部に戻された貨幣の数と、前記戻し処理以外の処理により前記収納繰出部に戻された貨
幣の数との合計以下の数の貨幣の再出金処理を可能とする、請求項２記載の貨幣処理機。
【請求項４】
　前記制御部は、前記出金処理において前記収納繰出部から前記カセット装着部に装着さ
れている前記貨幣収納カセットに送られるべき貨幣の数が、前記カセット装着部に装着さ
れている前記貨幣収納カセットに収納された貨幣の数と一致するか否かを判定するように
なっており、一致しないと判定された場合においてのみ前記戻し処理を行うようになって
いる、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の貨幣処理機。
【請求項５】
　前記制御部は、前記戻し処理が行われた後の前記収納繰出部における貨幣の在高に係る
情報を出力するようになっている、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の貨幣処理機。
【請求項６】
　前記制御部は、前記戻し処理が行われた後の前記収納繰出部における貨幣の在高として
当該収納繰出部に収納されている貨幣の金種毎の枚数に係る情報を出力するようになって
いる、請求項５記載の貨幣処理機。
【請求項７】
　前記制御部は、前記異常検知手段により異常が検出された時点における前記収納繰出部
に収納されている貨幣の数と、前記戻し処理により前記貨幣収納カセットから前記収納繰
出部に戻された貨幣の数と、前記戻し処理以外の処理により前記収納繰出部に戻された貨
幣の数との合計が、前記出金処理が行われる前の前記収納繰出部における貨幣の数と一致
するか否かを判定するようになっており、一致しないと判定された場合には一致しない旨
の情報を出力するようになっている、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の貨幣処理機
。
【請求項８】
　前記制御部により出力された情報を表示する表示部を更に備えた、請求項５乃至７のい
ずれか一項に記載の貨幣処理機。
【請求項９】
　前記収納繰出部は金種毎に複数設けられており、
　前記搬送部には、前記出金処理が行われる際に各前記収納繰出部から繰り出された貨幣
の金種を識別する識別部が設けられており、
　前記制御部は、前記戻し処理を行う際に、前記カセット装着部に装着されている前記貨
幣収納カセットから繰り出された貨幣を当該貨幣の金種に対応する前記収納繰出部に戻す
よう前記搬送部を制御する、請求項１乃至８のいずれか一項に記載の貨幣処理機。
【請求項１０】
　貨幣を収納するとともに収納されている貨幣を繰り出し可能な貨幣収納カセットをカセ
ット装着部に装着する工程と、
　収納繰出部から貨幣を繰り出して前記カセット装着部に装着されている前記貨幣収納カ
セットに貨幣を送る出金処理を行う工程と、
　を備え、
　前記出金処理が行われる際に、前記収納繰出部から繰り出された貨幣に関する異常が検
知された場合に、前記カセット装着部に装着されている前記貨幣収納カセットから前記収
納繰出部に貨幣を戻す戻し処理が行われる、貨幣処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣や硬貨等の貨幣の処理を行う貨幣処理機およびこのような貨幣処理機に
よる貨幣処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スーパーマーケットやコンビニエンスストア等の店舗において、商品棚が設置されるフ
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ロント領域の精算所には貨幣釣銭機が設置されるとともに顧客が立ち入ることができない
バックヤード領域には出納機等の入出金機が設置されるようになっている。ここで、フロ
ント領域の精算所に設置される貨幣釣銭機は、商品と引き換えに顧客から店員に手渡され
た貨幣の入金処理を行うとともに、釣銭としての貨幣の出金処理を行うことができるよう
になっている。また、バックヤード領域に設置される出納機等の入出金機は、貨幣釣銭機
から回収された売上金としての貨幣の入金処理を行うとともに、貨幣釣銭機に補充される
べき釣銭準備金としての貨幣の出金処理を行うようになっている。また、特許文献１には
、貨幣釣銭機と入出金機との間で紙幣収納カセットにより紙幣の授受を行う発明が開示さ
れている。具体的には、紙幣収納カセットは、貨幣釣銭機や入出金機に装着されたときに
これらの貨幣釣銭機や入出金機の内部から送られた紙幣を例えば積層状態で収納したり、
既に収納されている紙幣を１枚ずつ繰り出して貨幣釣銭機や入出金機の内部に送ったりす
るようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５９０２６６７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した紙幣収納カセットを用いて貨幣釣銭機と入出金機との間で紙幣の授受を行うに
あたり、紙幣収納カセットに紙幣を収納させるには、貨幣釣銭機や入出金機に設けられて
いるカセット装着部に紙幣収納カセットを装着した後、これらの貨幣釣銭機や入出金機の
内部に収納されている紙幣を紙幣収納カセットに送るような出金処理が行われる。しかし
ながら、このような出金処理が行われている途中で、貨幣釣銭機や入出金機に設けられて
いる収納繰出部から繰り出された紙幣が搬送部等で詰まったり、紙幣間の距離が詰まった
状態（すなわち、紙幣間の距離が所定の距離よりも小さくなった状態）で搬送される連鎖
や２枚以上の紙幣が重なった状態で搬送される重送などの搬送異常により紙幣の振分け処
理を正常に行うことができなかった場合には、出金処理が中断される。このような場合、
紙幣収納カセット内の在高が不明確になる可能性があるため、紙幣収納カセット内の在高
を明確にすることを目的に、店舗の店員等の操作者は、貨幣釣銭機や入出金機の収納繰出
部に紙幣収納カセット内の紙幣、搬送路で詰まった紙幣、搬送路上の紙幣を全て戻す必要
がある。紙幣収納カセットに既に収納されてしまった紙幣については、操作者は貨幣釣銭
機や入出金機のカセット装着部から紙幣収納カセットを取り外した後に当該紙幣収納カセ
ットから紙幣を手で取り出し、この取り出された紙幣を入金口に投入する。このことによ
り、入金口に投入された紙幣が識別計数されて収納繰出部に戻されるようになる。また、
搬送部等で詰まった紙幣や搬送路上の紙幣については、操作者は筐体の扉等を開いて当該
筐体の内部にアクセスすることにより詰まりの原因となる紙幣や搬送路上の紙幣を取り出
し、この取り出された紙幣を入金口に投入する。このことにより、搬送部等で詰まった紙
幣が識別計数されて収納繰出部に戻されるようになる。
【０００５】
　しかしながら、貨幣釣銭機や入出金機のカセット装着部から紙幣収納カセットを取り外
した後に当該紙幣収納カセットから紙幣を取り出し、この取り出された紙幣を入金口に投
入することにより収納繰出部に紙幣を戻す場合には、カセット装着部から紙幣収納カセッ
トを手で取り外したり当該紙幣収納カセットから紙幣を手で取り出したりするのに時間が
かかるため、操作者にとっての作業負荷が増えるとともに収納繰出部に紙幣を一旦戻す処
理に時間がかかるという問題がある。また、店舗の店員等の操作者がカセット装着部から
紙幣収納カセットを手で取り外した後に当該紙幣収納カセットから紙幣を手で取り出す場
合には、操作者の手が紙幣収納カセットから取り出された紙幣に触れるため、防盗性が悪
いという問題があった。
【０００６】
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　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、収納繰出部から貨幣収納カセ
ットへ貨幣を送る出金処理で、収納繰出部から繰り出された貨幣に関する異常が発生した
場合でも、収納繰出部に貨幣を戻す処理にかかる時間を短縮することができるとともに防
盗性を向上させることができる貨幣処理機および貨幣処理方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の貨幣処理機は、貨幣を収納するとともに収納されている貨幣を繰り出し可能な
収納繰出部と、前記収納繰出部から繰り出された貨幣を搬送する搬送部と、前記搬送部に
接続され、貨幣を収納するとともに収納されている貨幣を繰り出し可能な貨幣収納カセッ
トが着脱自在に装着されるカセット装着部と、前記収納繰出部から繰り出された貨幣に関
する異常を検知する異常検知手段と、前記収納繰出部から前記カセット装着部に装着され
ている前記貨幣収納カセットへ貨幣を送る出金処理で、前記異常検知手段により異常が検
知された場合に、前記カセット装着部に装着されている前記貨幣収納カセットから前記収
納繰出部に貨幣を戻す戻し処理を行う制御部と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　このような貨幣処理機によれば、収納繰出部から貨幣収納カセットへ貨幣を送る出金処
理で、収納繰出部から繰り出された貨幣に関する異常が検知された場合に、カセット装着
部に装着されている貨幣収納カセットから収納繰出部に貨幣を戻す戻し処理を行うことに
より、カセット装着部から貨幣収納カセットを手で取り外したり当該貨幣収納カセットか
ら貨幣を手で取り出したりする必要がなくなり、よって収納繰出部に貨幣を戻す処理にか
かる時間を短縮することができるとともに防盗性を向上させることができる。
【０００９】
　本発明の貨幣処理機においては、前記制御部は、前記異常検知手段により検知された異
常が解消されるとともに前記戻し処理が行われたことを条件として、前記収納繰出部から
貨幣を繰り出して前記カセット装着部に装着されている前記貨幣収納カセットに貨幣を送
る再出金処理を行うようになっていてもよい。
【００１０】
　この場合、前記制御部は、前記異常検知手段により異常が検出された時点における前記
収納繰出部に収納されている貨幣の数と、前記戻し処理により前記貨幣収納カセットから
前記収納繰出部に戻された貨幣の数と、前記戻し処理以外の処理により前記収納繰出部に
戻された貨幣の数との合計以下の数の貨幣の再出金処理を可能とするようになっていても
よい。
【００１１】
　また、本発明の貨幣処理機においては、前記制御部は、前記出金処理において前記収納
繰出部から前記カセット装着部に装着されている前記貨幣収納カセットに送られるべき貨
幣の数が、前記カセット装着部に装着されている前記貨幣収納カセットに収納された貨幣
の数と一致するか否かを判定するようになっており、一致しないと判定された場合におい
てのみ前記戻し処理を行うようになっていてもよい。
【００１２】
　また、前記制御部は、前記戻し処理が行われた後の前記収納繰出部における貨幣の在高
に係る情報を出力するようになっていてもよい。
【００１３】
　この場合、前記制御部は、前記戻し処理が行われた後の前記収納繰出部における貨幣の
在高として当該収納繰出部に収納されている貨幣の金種毎の枚数に係る情報を出力するよ
うになっていてもよい。
【００１４】
　また、本発明の貨幣処理機においては、前記制御部は、前記異常検知手段により異常が
検出された時点における前記収納繰出部に収納されている貨幣の数と、前記戻し処理によ
り前記貨幣収納カセットから前記収納繰出部に戻された貨幣の数と、前記戻し処理以外の
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処理により前記収納繰出部に戻された貨幣の数との合計が、前記出金処理が行われる前の
前記収納繰出部における貨幣の数と一致するか否かを判定するようになっており、一致し
ないと判定された場合には一致しない旨の情報を出力するようになっていてもよい。
【００１５】
　本発明の貨幣処理機は、前記制御部により出力された情報を表示する表示部を更に備え
ていてもよい。
【００１６】
　また、本発明の貨幣処理機においては、前記収納繰出部は金種毎に複数設けられており
、前記搬送部には、前記出金処理が行われる際に各前記収納繰出部から繰り出された貨幣
の金種を識別する識別部が設けられており、前記制御部は、前記戻し処理を行う際に、前
記カセット装着部に装着されている前記貨幣収納カセットから繰り出された貨幣を当該貨
幣の金種に対応する前記収納繰出部に戻すよう前記搬送部を制御するようになっていても
よい。
【００１７】
　本発明の貨幣処理方法は、貨幣を収納するとともに収納されている貨幣を繰り出し可能
な貨幣収納カセットをカセット装着部に装着する工程と、収納繰出部から貨幣を繰り出し
て前記カセット装着部に装着されている前記貨幣収納カセットに貨幣を送る出金処理を行
う工程と、を備え、前記出金処理が行われる際に、前記収納繰出部から繰り出された貨幣
に関する異常が検知された場合に、前記カセット装着部に装着されている前記貨幣収納カ
セットから前記収納繰出部に貨幣を戻す戻し処理が行われることを特徴とする。
【００１８】
　このような貨幣処理方法によれば、収納繰出部から貨幣収納カセットに貨幣を送る出金
処理において、収納繰出部から繰り出された貨幣に関する異常が検知された場合に、カセ
ット装着部に装着されている貨幣収納カセットから収納繰出部に貨幣を戻す戻し処理を行
うことにより、カセット装着部から貨幣収納カセットを手で取り外したり当該貨幣収納カ
セットから貨幣を手で取り出したりする必要がなくなり、よって収納繰出部に貨幣を戻す
処理にかかる時間を短縮することができるとともに防盗性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の貨幣処理機および貨幣処理方法によれば、収納繰出部から貨幣収納カセットに
貨幣を送る出金処理において、収納繰出部から繰り出された貨幣に関する異常が発生した
場合でも収納繰出部に貨幣を戻す処理にかかる時間を短縮することができるとともに防盗
性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施の形態における貨幣入出金機の外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示す貨幣入出金機における紙幣処理ユニットの内部構成を側方から見たと
きの構成図である。
【図３】図１に示す貨幣入出金機における硬貨処理ユニットの内部構成を上方から見たと
きの構成図である。
【図４】図１に示す貨幣入出金機のカセット装着部および貨幣釣銭機のカセット装着部に
それぞれ着脱自在に装着可能となっている紙幣収納カセットの外観を示す斜視図である。
【図５】図１に示す貨幣入出金機における制御系の構成を示す機能ブロック図である。
【図６】本発明の実施の形態における貨幣釣銭機およびＰＯＳレジスタの外観を示す斜視
図である。
【図７】図６に示す貨幣釣銭機における紙幣処理ユニットの内部構成を側方から見たとき
の構成図である。
【図８】図１に示す貨幣入出金機において出金処理を行う際の動作の流れを示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
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【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１乃至図８は、本実施
の形態による貨幣入出金機および貨幣釣銭機を示す図である。このうち、図１は、本実施
の形態における貨幣入出金機の外観を示す斜視図であり、図２は、図１に示す貨幣入出金
機における紙幣処理ユニットの内部構成を側方から見たときの構成図である。また、図３
は、図１に示す貨幣入出金機における硬貨処理ユニットの内部構成を上方から見たときの
構成図である。また、図４は、図１に示す貨幣入出金機のカセット装着部および貨幣釣銭
機のカセット装着部にそれぞれ着脱自在に装着可能となっている紙幣収納カセットの外観
を示す斜視図である。また、図５は、図１に示す貨幣入出金機における制御系の構成を示
す機能ブロック図である。また、図６は、本実施の形態における貨幣釣銭機およびＰＯＳ
レジスタの外観を示す斜視図である。また、図７は、図６に示す貨幣釣銭機における紙幣
処理ユニットの内部構成を側方から見たときの構成図である。また、図８は、図１に示す
貨幣入出金機において出金処理を行う際の動作の流れを示すフローチャートである。
【００２２】
　コンビニエンスストアやスーパーマーケット等の商業施設の店舗において、顧客が立ち
入ることができるフロント領域には様々な商品が陳列された商品棚が設置されているとと
もに、このフロント領域の精算所には図６等に示すような貨幣釣銭機２００やＰＯＳレジ
スタ２９０が設置されている。顧客がこのような精算所で精算処理を行う際に、店員は、
顧客から受け取った商品の代金としての貨幣を貨幣釣銭機２００に入金したり、釣銭とし
ての貨幣を貨幣釣銭機２００から出金して顧客に返却したりするようになっている。また
、ＰＯＳレジスタ２９０により、顧客が購入した商品に係る情報や貨幣釣銭機２００に収
納されている貨幣に係る情報等の管理が行われるようになっている。また、このような店
舗における顧客の立ち入りが禁止されたバックヤード領域（具体的には、例えば入金室）
には、貨幣釣銭機２００から回収された売上金としての貨幣を入金する出納機等の貨幣入
出金機１００（図１乃至図５参照）が設置されている。また、貨幣釣銭機２００において
釣銭としての貨幣が不足する場合には、貨幣入出金機１００から釣銭準備金としての貨幣
を出金し、この貨幣入出金機１００から出金された釣銭準備金としての貨幣を貨幣釣銭機
２００に補充することができるようになっている。このような貨幣入出金機１００および
貨幣釣銭機２００の構成について、以下により詳細に説明する。
【００２３】
　まず、店舗のバックヤード領域等に設けられる貨幣入出金機１００の構成の詳細につい
て図１乃至図５を用いて説明する。図１等に示すように、本実施の形態による貨幣入出金
機１００は、略直方体形状の筐体１０１を備えており、この筐体１０１の内部には、紙幣
の入金処理および出金処理を行う紙幣処理ユニット１１０、硬貨の入金処理および出金処
理を行う硬貨処理ユニット１５０、および包装硬貨（同一金種の硬貨を一定枚数（例えば
、２０枚や５０枚）だけ棒状にまとめてフィルムや包装紙等により包装したもの）を収納
する包装硬貨収納ユニット１８０がそれぞれ収容されている。図１に示すように、紙幣処
理ユニット１１０および硬貨処理ユニット１５０は貨幣入出金機１００を手前側から見て
左右に並ぶよう配置されており、これらの紙幣処理ユニット１１０および硬貨処理ユニッ
ト１５０の下方に包装硬貨収納ユニット１８０が配置されている。
【００２４】
　図１および図２に示すように、紙幣処理ユニット１１０は、筐体１０１の前面側の右側
領域に設けられた紙幣受入部１２０と、筐体１０１の前面側において紙幣受入部１２０の
下方に設けられた紙幣払出部１２２と、筐体１０１の内部で紙幣を１枚ずつ搬送する搬送
部１３０と、筐体１０１の内部で紙幣を収納するとともに収納されている紙幣を繰出可能
な複数の収納繰出部１３４、１３６とを備えている。なお、図２において、筐体１０１の
右側の側面が紙幣処理ユニット１１０の手前側の面となっており、図２における左向きの
方向が紙幣処理ユニット１１０の奥行き方向となっている。図２に示すように、搬送部１
３０は、筐体１０１の上部における中央位置に配置された周回搬送部１３０ａおよび複数
の接続搬送部１３０ｂから構成されている。また、紙幣受入部１２０、紙幣払出部１２２



(7) JP 6792503 B2 2020.11.25

10

20

30

40

50

、出金リジェクト部１２４、紙幣収納カセット３００（後述）を着脱自在に装着可能なカ
セット装着部１２６、回収カセット１４０および２つの収納繰出部１３４、１３６が、そ
れぞれ、周回搬送部１３０ａを取り囲むよう配置されている。また、図２に示すように、
複数の接続搬送部１３０ｂの各々により、紙幣受入部１２０、紙幣払出部１２２、出金リ
ジェクト部１２４、カセット装着部１２６、回収カセット１４０および２つの収納繰出部
１３４、１３６の各々と、周回搬送部１３０ａとの間をそれぞれ接続するようになってい
る。また、周回搬送部１３０ａには識別部１３２が設けられており、この識別部１３２は
、周回搬送部１３０ａにより搬送される紙幣の金種、真偽、正損、表裏、搬送状態等の識
別を行うようになっている。
【００２５】
　周回搬送部１３０ａは、図２における時計回りの方向および反時計回りの方向の両方向
に紙幣を１枚ずつ搬送することができるようになっている。また、搬送部１３０において
、周回搬送部１３０ａと各接続搬送部１３０ｂとの間で紙幣の搬送経路を切り換える経路
切換部（図示せず）が、周回搬送部１３０ａに沿って配置されている。
【００２６】
　搬送部１３０には、当該搬送部１３０により搬送される紙幣の搬送路に沿って並ぶよう
複数の通過検知センサ１３１がそれぞれ設けられている。より詳細には、各通過検知セン
サ１３１は、例えば、搬送部１３０における紙幣の搬送路を挟んで対向するよう配置され
る発光素子および受光素子を有するものからなり、発光素子から発せられた光が受光素子
により受けられるようになっている。また、搬送部１３０により搬送される紙幣によって
各通過検知センサ１３１の光軸が遮られたときにこの紙幣が各通過検知センサ１３１によ
り検知されるようになっている。また、図５に示すように、各通過検知センサ１３１は貨
幣入出金機１００の制御部１０２（後述）に接続されており、各通過検知センサ１３１に
より検知された情報は制御部１０２に送られるようになっている。
【００２７】
　図１および図２に示すように、筐体１０１の前面には、紙幣受入部１２０の紙幣受入口
１２０ａと、紙幣払出部１２２の紙幣取出口１２２ａとがそれぞれ設けられている。また
、カセット装着部１２６の前面側には扉１２６ａが設けられており、この扉１２６ａを開
くことにより紙幣収納カセット３００をカセット装着部１２６に装着させたりこのカセッ
ト装着部１２６から紙幣収納カセット３００を取り出したりすることができるようになっ
ている。また、図５に示すように、カセット装着部１２６には、当該カセット装着部１２
６に装着された紙幣収納カセット３００に設けられている記録媒体３０４（後述）に様々
な情報を書き込む書込部１２８および当該記録媒体３０４から様々な情報を読み取る読取
部１２９がそれぞれ設けられている。書込部１２８により記録媒体３０４に書き込まれる
情報や読取部１２９により記録媒体３０４から読み取られる情報の詳細については後述す
る。
【００２８】
　紙幣受入部１２０には紙幣繰出機構１２１が設けられており、紙幣受入口１２０ａに１
枚あるいは複数枚の紙幣が投入されたことが検知されると紙幣繰出機構１２１が駆動され
ることにより紙幣が接続搬送部１３０ｂを介して周回搬送部１３０ａ側へ１枚ずつ繰り出
されるようになっている。
【００２９】
　紙幣払出部１２２は、各収納繰出部１３４、１３６から周回搬送部１３０ａに繰り出さ
れた紙幣を紙幣取出口１２２ａにより筐体１０１の外部へ放出するようになっている。ま
た、紙幣受入部１２０から筐体１０１の内部に取り込まれた紙幣のうち、入金処理時にお
いて汚損等により識別部１３２で識別することができない紙幣は入金リジェクト紙幣とし
て紙幣払出部１２２に返却されるようになっている。
【００３０】
　出金リジェクト部１２４は、出金処理時において各収納繰出部１３４、１３６から繰り
出された紙幣のうち、連鎖、重送および斜行等の搬送異常により識別部１３２で識別する
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ことができない紙幣を出金リジェクト紙幣として収納するようになっている。
【００３１】
　各収納繰出部１３４、１３６は、識別部１３２の識別結果に基づいて紙幣を金種別に収
納するようになっている。これらの収納繰出部１３４、１３６には、貨幣釣銭機２００へ
の釣銭準備金の紙幣として貨幣入出金機１００から出金されるべき紙幣が収納されるよう
になっている。具体的には、例えば収納繰出部１３４には千円札が収納され、収納繰出部
１３６には五千円札が収納されるようになっている。なお、一万円札は後述する回収カセ
ット１４０に収納されるようになっている。また、各収納繰出部１３４、１３６にはそれ
ぞれ紙幣繰出機構１３５、１３７が設けられており、これらの収納繰出部１３４、１３６
に収納されている紙幣は各紙幣繰出機構１３５、１３７により接続搬送部１３０ｂを介し
て周回搬送部１３０ａ側へ１枚ずつ繰り出されるようになっている。
【００３２】
　筐体１０１の内部における下部領域には回収カセット１４０が収容されており、警送会
社の収集担当者により回収されるべき紙幣が回収カセット１４０に収納されるようになっ
ている。具体的には、識別部１３２により識別された紙幣が周回搬送部１３０ａから接続
搬送部１３０ｂを経て回収カセット１４０に送られるようになっている。また、回収カセ
ット１４０の前面側には扉１４０ａが設けられており、この扉１４０ａを開くことにより
回収カセット１４０を筐体１０１の内部に収容させたり筐体１０１の内部から回収カセッ
ト１４０を取り出したりすることができるようになっている。
【００３３】
　次に、硬貨処理ユニット１５０の構成について説明する。図１および図３に示すように
、硬貨処理ユニット１５０は、筐体１０１の前面側の左側領域に設けられた硬貨受入部１
５２と、筐体１０１の前面側において硬貨受入部１５２の下方に設けられた硬貨払出部１
６６と、筐体１０１の内部で硬貨を収納するとともに収納されている硬貨を繰出可能な複
数の収納繰出部１６０とを備えている。
【００３４】
　硬貨受入部１５２は、硬貨投入口を介して受け入れた硬貨を１層１列状態で１枚ずつ筐
体１０１内に取り込むようになっている。より詳細には、硬貨受入部１５２には繰出ベル
ト等からなる硬貨繰出機構１５３（図５参照）が設けられており、硬貨受入部１５２に受
け入れられた硬貨を検知するとこの硬貨繰出機構１５３が駆動されることにより当該硬貨
繰出機構１５３によって硬貨が筐体１０１の内部に１枚ずつ繰り出されるようになってい
る。また、図３に示すように、硬貨受入部１５２には、当該硬貨受入部１５２により筐体
１０１の内部に繰り出された硬貨を搬送する入金搬送部１５４が接続されている。
【００３５】
　図３に示すように、入金搬送部１５４の途中には、硬貨の金種、真偽、正損、表裏、搬
送状態等の識別を行う識別部１５６と、第１分岐部１５８とがそれぞれ設けられている。
第１分岐部１５８は、識別部１５６による硬貨の識別結果に基づいて、リジェクト硬貨等
の、硬貨払出部１６６から払い出されるべき硬貨を入金搬送部１５４から分岐させて出金
搬送部１６２へ案内するようになっている。
【００３６】
　一方、正常硬貨等の筐体１０１内に収納されるべき硬貨は入金搬送部１５４により各収
納繰出部１６０へ搬送されるようになっている。収納繰出部１６０は硬貨を金種別に収納
するとともに収納されている硬貨を繰出可能となるよう構成されている。具体的には、例
えば日本国で流通している硬貨の６つの金種（５００円硬貨、１００円硬貨、５０円硬貨
、１０円硬貨、５円硬貨および１円硬貨）に対応して６つの収納繰出部１６０が設けられ
ており、入金搬送部１５４の上流側（すなわち、図３における下側）から低額順に各収納
繰出部１６０に硬貨が金種毎に収納されるようになっている。また、収納繰出部１６０に
は、当該収納繰出部１６０に収納された硬貨を１枚ずつ出金搬送部１６２に繰り出す硬貨
繰出機構（図示せず）が設けられている。
【００３７】
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　出金搬送部１６２は、収納繰出部１６０から繰り出された硬貨を硬貨払出部１６６へ搬
送するようになっている。また、出金搬送部１６２は、第１分岐部１５８により入金搬送
部１５４から分岐させられたリジェクト硬貨等を硬貨払出部１６６へ搬送するようになっ
ている。
【００３８】
　筐体１０１の内部における下部領域には回収カセット１７０が収容されており、警送会
社の収集担当者により回収されるべき硬貨が回収カセット１７０に収納されるようになっ
ている。具体的には、図３に示すように、出金搬送部１６２の途中箇所には第２分岐部１
６４が設けられており、当該第２分岐部１６４により出金搬送部１６２から分岐させられ
た硬貨は回収カセット１７０に送られてこの回収カセット１７０に収納されるようになっ
ている。また、回収カセット１７０の前面側には扉１７０ａが設けられており、この扉１
７０ａを開くことにより回収カセット１７０を筐体１０１の内部に収容させたり筐体１０
１の内部から回収カセット１７０を取り出したりすることができるようになっている。
【００３９】
　次に、貨幣入出金機１００と貨幣釣銭機２００との間で紙幣の受け渡しを行うための紙
幣収納カセット３００の構成について図４を用いてより詳細に説明する。図４に示すよう
に、紙幣収納カセット３００は略直方体形状のケーシング３０１を有しており、当該ケー
シング３０１の内部に紙幣が積層状態で収納されるようになっている。また、紙幣収納カ
セット３００は貨幣入出金機１００のカセット装着部１２６および貨幣釣銭機２００のカ
セット装着部２２６（後述）にそれぞれ着脱自在に装着されるようになっている。また、
紙幣収納カセット３００のケーシング３０１の側面には開口３０２が形成されており、紙
幣収納カセット３００が貨幣入出金機１００のカセット装着部１２６や貨幣釣銭機２００
のカセット装着部２２６に装着されているときに、貨幣入出金機１００の紙幣処理ユニッ
ト１１０に設けられた搬送部１３０や貨幣釣銭機２００の紙幣処理ユニット２１０に設け
られた搬送部２３０（後述）から当該開口３０２を介して紙幣が紙幣収納カセット３００
の内部に送られたり、紙幣収納カセット３００に収納されている紙幣が開口３０２を介し
て貨幣入出金機１００の紙幣処理ユニット１１０の搬送部１３０や貨幣釣銭機２００の紙
幣処理ユニット２１０の搬送部２３０に繰り出されたりするようになっている。
【００４０】
　より詳細には、紙幣収納カセット３００の内部には、当該紙幣収納カセット３００に収
納されている紙幣を開口３０２からケーシング３０１の外部に繰り出す紙幣繰出機構が設
けられている。また、紙幣収納カセット３００が貨幣入出金機１００のカセット装着部１
２６や貨幣釣銭機２００のカセット装着部２２６に装着されているときに、貨幣入出金機
１００の紙幣処理ユニット１１０側や貨幣釣銭機２００の紙幣処理ユニット２１０側から
紙幣収納カセット３００の紙幣繰出機構に動力が伝達されるようになっている。このよう
に、紙幣収納カセット３００が貨幣入出金機１００のカセット装着部１２６や貨幣釣銭機
２００のカセット装着部２２６から取り出された状態では当該紙幣収納カセット３００に
収納されている紙幣をケーシング３０１の外部に繰り出させることができないため、紙幣
収納カセット３００に収納されている紙幣のセキュリティ性を向上させることができる。
【００４１】
　また、紙幣収納カセット３００のケーシング３０１の側面にはＩＣチップ等の記録媒体
３０４が設けられている。そして、紙幣収納カセット３００が貨幣入出金機１００のカセ
ット装着部１２６や貨幣釣銭機２００のカセット装着部２２６に装着されているときに、
貨幣入出金機１００のカセット装着部１２６に設けられた書込部１２８や貨幣釣銭機２０
０のカセット装着部２２６に設けられた書込部（図示せず）により記録媒体３０４に様々
な情報を書き込んだり、貨幣入出金機１００のカセット装着部１２６に設けられた読取部
１２９や貨幣釣銭機２００のカセット装着部２２６に設けられた読取部（図示せず）によ
り記録媒体３０４から様々な情報を読み取ったりすることができるようになっている。
【００４２】
　次に、このような貨幣入出金機１００における制御系の構成について図５を用いて説明
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する。図５に示すように、本実施の形態による貨幣入出金機１００の筐体１０１の内部に
は制御部１０２が設けられており、当該制御部１０２により紙幣処理ユニット１１０、硬
貨処理ユニット１５０および包装硬貨収納ユニット１８０の各々の構成部材が制御される
ようになっている。具体的には、制御部１０２には、紙幣処理ユニット１１０の紙幣繰出
機構１２１、搬送部１３０、各通過検知センサ１３１、識別部１３２、各紙幣繰出機構１
３５、１３７、カセット装着部１２６、書込部１２８、読取部１２９等が接続されており
、各通過検知センサ１３１による紙幣の検知結果や、識別部１３２による紙幣の識別情報
、紙幣収納カセット３００に設けられた記録媒体３０４から読取部１２９により読み取ら
れた情報等が制御部１０２に送られるとともに、制御部１０２は紙幣処理ユニット１１０
の各構成部材に指令信号を送ることによりこれらの構成部材の制御を行うようになってい
る。また、制御部１０２には、硬貨処理ユニット１５０の硬貨繰出機構１５３、入金搬送
部１５４、識別部１５６、第１分岐部１５８、各収納繰出部１６０、出金搬送部１６２お
よび第２分岐部１６４等が接続されており、識別部１５６による硬貨の識別情報が制御部
１０２に送られるとともに、制御部１０２は硬貨処理ユニット１５０の各構成部材に指令
信号を送ることによりこれらの構成部材の制御を行うようになっている。また、制御部１
０２には、包装硬貨収納ユニット１８０の各構成部材が接続されている。
【００４３】
　また、図５に示すように、制御部１０２には、操作表示部１０４、通信部１０５および
記憶部１０６がそれぞれ接続されている。操作表示部１０４は筐体１０１の上部に設けら
れたタッチパネル等からなり、操作者が操作するための操作画面や、紙幣処理ユニット１
１０、硬貨処理ユニット１５０および包装硬貨収納ユニット１８０の各々に収納されてい
る貨幣の在高に係る情報が操作表示部１０４に表示されるようになっている。また、この
ような操作表示部１０４において操作者は操作画面における操作ボタンに指を触れること
によって制御部１０２に様々な指令を入力することができるようになっている。通信部１
０５はターミナルやユーザーサーバーに対してＬＡＮを介して様々な信号の送受信を行う
ことができるようになっている。記憶部１０６には、紙幣処理ユニット１１０、硬貨処理
ユニット１５０および包装硬貨収納ユニット１８０の各々に収納されている貨幣の在高に
係る情報や、貨幣入出金機１００における貨幣の処理履歴等の様々な情報が記憶されるよ
うになっている。
【００４４】
　また、本実施の形態による貨幣入出金機１００には、各収納繰出部１３４、１３６から
繰り出された紙幣に関する異常を検知する異常検知手段１９０が設けられており、当該異
常検知手段１９０は、図５に示すように制御部１０２に接続されている。より詳細には、
異常検知手段１９０は、各収納繰出部１３４、１３６から搬送部１３０に繰り出された紙
幣が当該搬送部１３０の各構成部材の間に挟まってしまう等により正常に搬送されなくな
った状態（すなわち、搬送部１３０における紙幣の詰まり）等を検知することができるよ
うになっている。また、異常検知手段１９０によるこのような異常の検知は、上述した各
通過検知センサ１３１の検知結果に基づいて行われるようになっている。このことについ
て以下により詳細に説明する。
【００４５】
　上述したように、各通過検知センサ１３１は搬送部１３０により搬送される紙幣の搬送
路に沿って設置されており、搬送部１３０によって搬送される紙幣が各通過検知センサ１
３１により検知されるようになっている。このため、搬送部１３０において紙幣の詰まり
等の異常が発生していない場合には、ある１つの通過検知センサ１３１は、所定の時間の
間だけ（すなわち、搬送部１３０により搬送される紙幣が通過検知センサ１３１の光軸の
ある箇所を通過するのにかかる時間の間だけ）紙幣を検知するようになっている。ここで
、搬送部１３０により搬送される紙幣が通過検知センサ１３１の光軸のある箇所を通過す
るのにかかる時間は紙幣の搬送速度および紙幣の寸法等に基づいて算出することができる
ため、この時間を第１の予定時間として予め算出しておく。そして、紙幣がある通過検知
センサ１３１により検知され始めてから、この第１の予定時間よりも一定の時間だけ長い
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時間が経過したときにおいても、この紙幣が当該通過検知センサ１３１に検知されている
場合には、異常検知手段１９０が搬送部１３０において詰まり等の異常が発生したことを
検知するようにする。このことにより、異常検知手段１９０は、搬送部１３０において紙
幣の詰まり等の異常が発生したことを検知することができるようになる。また、この場合
には、紙幣の詰まり等の異常が発生した箇所についても検知することができるため、この
情報についても操作表示部１０４に表示させることにより、当該異常の原因となった紙幣
を迅速に取り除くことができるようになる。
【００４６】
　なお、異常検知手段１９０において第１の予定時間よりも一定の時間だけ長い時間が経
過したときに異常が発生したか否かが検知される場合における「一定の時間」は、搬送部
１３０の構成、搬送部１３０による紙幣の搬送速度、各収納繰出部１３４、１３６の構成
および紙幣の材質や寸法等に基づいて決定するようにする。このことにより、上記の「一
定の時間」を適切に決定することができるようになり、本来発生していない異常が異常検
知手段１９０により誤って検知されてしまうことを防止することができるようになる。
【００４７】
　また、異常検知手段１９０は、ある通過検知センサ１３１の光軸上を紙幣が通過したこ
とが検知された後に経過した時間、紙幣の寸法、隣り合う通過検知センサ１３１の間の距
離、および紙幣の搬送速度等の情報に基づいて、搬送部１３０において紙幣の詰まり等の
搬送異常が発生しているか否かを検知することができるようになっている。より詳細には
、紙幣の寸法と、紙幣の搬送速度と、隣り合う通過検知センサ１３１の間の距離とに基づ
いて、ある通過検知センサ１３１の光軸上を紙幣が通過したことが検知された後に当該通
過検知センサ１３１よりも搬送路における下流側にある別の通過検知センサ１３１により
検知されるまでの第２の予定時間が算出できるようになっている。このような第２の予定
時間と、各通過検知センサ１３１の検知結果とに基づいて、異常検知手段１９０は、搬送
部１３０において紙幣の詰まり等の搬送異常が発生しているか否かを検知することができ
るようになる。具体的には、ある通過検知センサ１３１の光軸上を紙幣が通過したことが
検知されてから、第２の予定時間よりも一定の時間だけ長い時間が経過したときに、この
紙幣が当該通過検知センサ１３１よりも紙幣の搬送路における下流側にある別の通過検知
センサ１３１にまだ検知されていない場合には、異常検知手段１９０が搬送部１３０にお
いて詰まり等の異常が発生したことを検知するようにする。なお、このような一定の時間
は、上述したように、搬送部１３０の構成等に基づいて決定するようにする。また、この
場合には、ある通過検知センサ１３１と、当該通過検知センサ１３１よりも搬送路におけ
る下流側にある別の通過検知センサ１３１との間において紙幣の詰まり等の搬送異常が発
生していることを検知することができるため、当該搬送異常の原因となった紙幣を迅速に
取り除くことができるようになる。
【００４８】
　また、本実施の形態による貨幣入出金機１００においては、上述した各通過検知センサ
１３１が設けられていない場合であっても、搬送部１３０において紙幣の詰まり等の異常
が発生したことを異常検知手段１９０により検知することができるようになっている。よ
り詳細には、搬送部１３０における紙幣の搬送速度が所定の速度であり、かつ搬送部１３
０において紙幣の詰まり等の搬送異常が発生していない場合には、ある収納繰出部（例え
ば、収納繰出部１３４）から繰り出された複数の紙幣の各々が、紙幣収納カセット３００
に搬送されるまでにかかる時間は、それぞれの紙幣について略同一となる。このため、紙
幣の寸法、搬送速度および搬送距離等に基づいて、収納繰出部１３４から繰り出された紙
幣が紙幣収納カセット３００に収納されるまでの第３の予定時間を算出しておくことがで
きる。そして、第３の予定時間よりも一定の時間だけ長い時間が経過したときに、各収納
繰出部１３４、１３６から繰り出された紙幣が紙幣収納カセット３００に収納されたこと
がまだ検知されていない場合には、異常検知手段１９０が搬送部１３０において詰まり等
の異常が発生したことを検知するようにする。なお、このような一定の時間は、上述した
ように、搬送部１３０の構成等に基づいて決定するようにする。また、この場合には、各
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通過検知センサ１３１の設置を省略することができ、よって装置の製造コスト等を低減さ
せることができる。
【００４９】
　また、本実施の形態による貨幣入出金機１００においては、搬送部１３０における紙幣
の詰まり等が異常検知手段１９０により検知されたときに、搬送部１３０による紙幣の搬
送が停止させられるようになっている。また、異常検知手段１９０により検知された異常
に係る情報が操作表示部１０４に表示されるようになっている。また、操作表示部１０４
には、当該異常を解消するためのガイダンスも表示されるようになっている。このことに
より、操作者は、操作表示部１０４に表示されたガイダンスを見ながら異常を解消させる
ことができるようになる。より詳細には、例えば、各収納繰出部１３４、１３６から紙幣
を繰り出してカセット装着部１２６に装着されている紙幣収納カセット３００に送るよう
な紙幣の出金処理が行われる際に、各収納繰出部１３４、１３６から繰り出された紙幣に
関する異常（具体的には、搬送部１３０において発生した紙幣の詰まり等）が異常検知手
段１９０により検知されたとする。この場合には、搬送部１３０において紙幣の詰まり等
の異常が発生したことと、当該異常の原因となった紙幣および搬送路上にある紙幣を取り
除く旨のガイダンスとが操作表示部１０４に表示されるようになっている。より詳細には
、搬送部１３０により複数の紙幣が同時に搬送されるようになっているため、搬送部１３
０による紙幣の搬送が停止させられたときに、異常の原因となった紙幣とは異なる紙幣が
搬送路上に残ることがある。このため、操作表示部１０４には、搬送部１３０において紙
幣の詰まり等の異常が発生したことと、当該異常の原因となった紙幣および搬送路上にあ
る紙幣を取り除く旨のガイダンスが表示されるようになっている。また、このとき、異常
の原因となった紙幣と、搬送路上にある紙幣とが操作者により手動で搬送部１３０等から
取り除かれることにより、異常が解消されるようになる。
【００５０】
　また、操作者は、異常検知手段１９０により検知された異常を解消させるために搬送部
１３０等から取り除いた紙幣を紙幣受入口１２０ａから貨幣入出金機１００の内部に投入
することにより、この取り除かれた紙幣を貨幣入出金機１００の各収納繰出部１３４、１
３６に戻すようにする。すなわち、操作者の手により手動で搬送部１３０等から取り除か
れた後、紙幣受入口１２０ａを介して各収納繰出部１３４、１３６に戻された紙幣は、「
戻し処理（後述）以外の処理により各収納繰出部１３４、１３６に戻された紙幣」となる
。
【００５１】
　また、搬送部１３０において紙幣の詰まり等の異常が発生したことが異常検知手段１９
０により検知されたときに、各収納繰出部１３４、１３６から搬送部１３０に繰り出され
た紙幣のうち少なくとも１枚以上の紙幣が紙幣収納カセット３００に収納されている場合
には、制御部１０２は、搬送部１３０における紙幣の詰まり等の異常が解消された後に、
紙幣収納カセット３００から各収納繰出部１３４、１３６に紙幣を戻すような戻し処理を
行うようになっている。より詳細には、戻し処理とは、紙幣収納カセット３００に収納さ
れている全ての紙幣を当該紙幣収納カセット３００から搬送部１３０に繰り出し、各収納
繰出部１３４、１３６に金種毎に収納させる処理のことである。本実施の形態による貨幣
入出金機１００においては、このような戻し処理を行うことにより、紙幣収納カセット３
００に収納されている紙幣を各収納繰出部１３４、１３６に戻す際にカセット装着部１２
６から紙幣収納カセット３００を手で取り外す必要が無くなり、よって各収納繰出部１３
４、１３６に紙幣を戻す処理に係る時間を短縮することができるようになる。また、紙幣
収納カセット３００に収納された紙幣に操作者が手を触れることなく当該紙幣を各収納繰
出部１３４、１３６に戻すことができるため、紙幣収納カセット３００に収納された紙幣
の防盗性を向上させることができるようになる。
【００５２】
　なお、各収納繰出部１３４、１３６から繰り出された紙幣を紙幣収納カセット３００に
収納させるときに識別部１３２による紙幣の識別を行っているため、戻し処理においては
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、紙幣収納カセット３００から繰り出された紙幣を改めて識別部１３２により識別する必
要は必ずしもない。また、戻し処理において識別部１３２による紙幣の識別を省略する場
合には、紙幣をより高速で搬送することができるようになり、よって紙幣の処理効率を向
上させることができるようになる。なお、戻し処理により紙幣収納カセット３００から各
収納繰出部１３４、１３６に戻される紙幣について改めて識別部１３２による紙幣の識別
を行うようにしてもよい。
【００５３】
　また、制御部１０２は、異常検知手段１９０により検知された異常が解消され、かつ上
述の戻し処理が行われたことを条件として、各収納繰出部１３４、１３６から紙幣を繰り
出してカセット装着部２２６に装着されている紙幣収納カセット３００に送るような再出
金処理を行うようになっている。より詳細には、制御部１０２は、収納繰出部１３４、１
３６の各々において、異常検知手段１９０により異常が検知された時点における収納繰出
部１３４、１３６に収納されている紙幣の数と、戻し処理により紙幣収納カセット３００
から収納繰出部１３４、１３６に戻された紙幣の数と、戻し処理以外の処理により収納繰
出部１３４、１３６に戻された紙幣の数との合計以下の数の再出金処理を行うことができ
るようになっている。このことにより、再出金処理において各収納繰出部１３４、１３６
における実際の在高よりも多い枚数の紙幣を再出金するような指令が入力されてしまうこ
とによるエラーが発生してしまうことを防止することができるようになる。
【００５４】
　また、本実施の形態による貨幣入出金機１００においては、異常検知手段１９０は、重
送や斜行等の搬送異常により識別部１３２で識別することができなかった紙幣が出金リジ
ェクト部１２４に収納されることにより、出金処理において各収納繰出部１３４、１３６
から紙幣収納カセット３００に送られるべき紙幣の数が、実際に紙幣収納カセット３００
に収納された紙幣の数と一致しなかったときに、各収納繰出部１３４、１３６から繰り出
された紙幣に関する異常が発生したことを検知するようになっている。具体的には、例え
ば収納繰出部１３４からカセット装着部１２６に装着されている紙幣収納カセット３００
に５０枚の紙幣を送る旨の指令を制御部１０２に与えた場合において、実際には４９枚以
下の紙幣のみが紙幣収納カセット３００に収納されたときに、収納繰出部１３４から繰り
出された紙幣に関する異常が発生したことが異常検知手段１９０により検知されるように
なっている。この状態は、例えば、収納繰出部１３４に５０枚の紙幣（すなわち、出金さ
れるべき紙幣の数と同数の紙幣）が収納されており、出金処理の際に収納繰出部１３４か
ら繰り出された紙幣のうち少なくとも１枚の紙幣が出金リジェクト部１２４に送られるこ
とにより、実際に紙幣収納カセット３００に収納された紙幣の数が４９枚以下となる場合
等に発生し得るものである。また、制御部１０２は、異常検知手段１９０によりこのよう
な異常が検知されたときに、上述した紙幣の戻し処理を行うようになっている。また、制
御部１０２は、戻し処理が行われたことを条件として、各収納繰出部１３４、１３６から
紙幣を繰り出してカセット装着部１２６に装着されている紙幣収納カセット３００に送る
ような再出金処理を行うことができるようになっている。また、上記の場合において、例
えば２枚の紙幣が出金リジェクト部１２４に送られたときには、戻し処理を行った後に再
出金可能である紙幣の枚数は４８枚となる。なお、この場合には、貨幣釣銭機２００に補
充されるべき釣銭準備金としての紙幣の不足分は硬貨により代替するようにしてもよい。
具体的には、例えば貨幣入出金機１００の硬貨処理ユニット１５０から１００円硬貨２０
枚を余分に出金するようにしてもよい。
【００５５】
　なお、このような異常が検知された場合には、識別部１３２によって識別することがで
きなかった紙幣（すなわち、異常の原因となった紙幣）は出金リジェクト部１２４に既に
収納されている。このため、上述したような、搬送部１３０等における紙幣の詰まり等の
異常が検知された場合とは異なり、異常を解消するために貨幣入出金機１００の内部（例
えば、搬送部１３０等）にアクセスする必要はない。
【００５６】



(14) JP 6792503 B2 2020.11.25

10

20

30

40

50

　一方、収納繰出部１３４からカセット装着部２２６に装着されている紙幣収納カセット
３００に５０枚の紙幣を送る旨の指令が制御部１０２に与えられた場合において、収納繰
出部１３４に６０枚の紙幣が収納されており、収納繰出部１３４から繰り出された紙幣の
うち複数枚の紙幣が出金リジェクト部１２４に送られても、実際に５０枚の紙幣が紙幣収
納カセット３００に収納されたときには、紙幣の戻し処理を行わないようになっている。
このことにより、不必要な戻し処理を行うことを防止することができ、よって紙幣の処理
効率を向上させることができるようになっている。
【００５７】
　なお、従来の貨幣入出金機においては、収納繰出部における指定枚数の紙幣を出金する
旨の指令を制御部に与えた場合に、出金リジェクト等により指定枚数の紙幣を出金するこ
とができないことは、出金処理におけるエラーとして取り扱われていた。このようなエラ
ーを解消させるための作業、例えば、エンプティ時（すなわち、収納繰出部に紙幣が収納
されていない状態）における収納繰出部への紙幣の補充作業は、通常、所定の権限を有す
る操作者のみが行うことができるようになっている。このため、権限をもたない操作者は
、収納繰出部への紙幣の補充作業を行うために、所定の権限を有する操作者を呼びに行く
必要があった。これに対し、本実施の形態による貨幣入出金機１００においては、紙幣収
納カセット３００に５０枚の紙幣を出金する旨の指令を制御部１０２に与えた場合におい
て、結果的に４９枚以下の紙幣のみが紙幣収納カセット３００に収納されたときには、制
御部１０２は、紙幣の戻し処理を行うようになっており、エラーが発生するようにはなっ
ていない。このことにより、本実施の形態による貨幣入出金機１００の利便性を向上させ
ることができるようになっている。また、戻し処理において各収納繰出部１３４、１３６
に戻された紙幣の数を計数することにより、再出金処理の際に出金可能な紙幣の数を決定
することができるようになる。
【００５８】
　また、本実施の形態による貨幣入出金機１００においては、戻し処理および戻し処理以
外の処理により各収納繰出部１３４、１３６に戻された紙幣を当該収納繰出部１３４、１
３６から紙幣収納カセット３００に出金する再出金処理を行ったときに、再出金履歴が紙
幣収納カセット３００の記録媒体３０４に書き込まれるようになっている。ここで、再出
金履歴とは、各収納繰出部１３４、１３６から紙幣を繰り出してカセット装着部１２６に
装着されている紙幣収納カセット３００に送るような紙幣の出金処理において、異常検知
手段１９０により異常が検知されたため、戻し処理を行った後に再出金処理を行ったとい
う履歴である。このことにより、例えば紙幣収納カセット３００を用いて貨幣入出金機１
００から貨幣釣銭機２００に紙幣を補充するときに、操作者が不正を行っていないことを
確認することができるようになる。このことの詳細については後述する。
【００５９】
　また、制御部１０２は、戻し処理が行われた後の各収納繰出部１３４、１３６における
紙幣の在高に係る情報を出力するようになっている。より詳細には、制御部１０２は、戻
し処理が行われた後の各収納繰出部１３４、１３６における紙幣の在高として、当該収納
繰出部１３４、１３６に収納されている紙幣の金種毎の枚数に係る情報を出力するように
なっている。また、制御部１０２により出力された紙幣の在高等に関する情報は、操作表
示部１０４に表示されるようになっている。なお、制御部１０２により出力された紙幣の
在高等に関する情報が通信部１０５を介して他の上位装置（サーバ等）に送信されるよう
になっていてもよい。
【００６０】
　また、制御部１０２は、収納繰出部１３４、１３６の各々において、異常検知手段１９
０により異常が検知された時点における収納繰出部１３４、１３６に収納されている紙幣
の数と、戻し処理により紙幣収納カセット３００から収納繰出部１３４、１３６に戻され
た紙幣の数と、戻し処理以外の処理により収納繰出部１３４、１３６に戻された紙幣の数
との合計とが、出金処理が行われる前の収納繰出部１３４、１３６における紙幣の数と一
致するか否かの判定を行うようになっている。このことにより、例えば搬送部１３０によ
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り搬送される紙幣の詰まり等の異常があった場合に、詰まりの原因となる紙幣が適切に各
収納繰出部１３４、１３６に戻されたか否かを判定することができるようになる。また、
制御部１０２は、一致しないと判定された場合には、一致しない旨の情報を出力するよう
になっており、この情報は操作表示部１０４に表示されるようになっている。
【００６１】
　次に、貨幣釣銭機２００の構成について図６および図７を用いて簡単に説明する。上述
のように、貨幣釣銭機２００は、店員は、顧客から受け取った商品の代金としての貨幣を
貨幣釣銭機２００に入金したり、釣銭としての貨幣を貨幣釣銭機２００から出金して顧客
に返却したりする際に用いられるようになっている。また、ＰＯＳレジスタ２９０により
、顧客が購入した商品に係る情報や貨幣釣銭機２００に収納されている貨幣に係る情報等
の管理が行われるようになっている。また、本実施の形態による貨幣入出金機１００にお
いては、貨幣釣銭機２００において釣銭としての紙幣が不足する場合には、貨幣入出金機
１００から釣銭準備金としての紙幣を上述の紙幣収納カセット３００に出金し、この貨幣
入出金機１００から出金された釣銭準備金としての紙幣を紙幣収納カセット３００から貨
幣釣銭機２００に補充することができるようになっている。
【００６２】
　図６等に示すように、本実施の形態による貨幣釣銭機２００は、上下に並ぶよう配置さ
れた硬貨処理ユニット２５０および包装硬貨収納ユニット２８０と、これらの硬貨処理ユ
ニット２５０や包装硬貨収納ユニット２８０の隣に並ぶよう配置された紙幣処理ユニット
２１０とを備えており、紙幣処理ユニット２１０や硬貨処理ユニット２５０の上方にはＰ
ＯＳレジスタ２９０が載置されるようになっている。紙幣処理ユニット２１０および硬貨
処理ユニット２５０は、それぞれ、それぞれ硬貨や紙幣の入出金処理を行うようになって
いる。また、包装硬貨収納ユニット２８０は、各金種の包装硬貨を取り出し可能に収納す
るようになっている。また、ＰＯＳレジスタ２９０は、貨幣釣銭機２００の管理を行う管
理装置として用いられるようになっている。
【００６３】
　次に、図６および図７を用いて紙幣処理ユニット２１０の構成について具体的に説明す
る。図６および図７に示すように、紙幣処理ユニット２１０は、略直方体形状の筐体２１
２と、筐体２１２の前面側に設けられた紙幣受入部２２０と、筐体２１２の前面側におい
て紙幣受入部２２０の下方に設けられた紙幣払出部２２２と、筐体２１２の内部で紙幣を
１枚ずつ搬送する搬送部２３０と、筐体２１２の内部で紙幣を収納するとともに収納され
ている紙幣を繰出可能な複数の収納繰出部２３４、２３６、２３８とを備えている。なお
、図７において、筐体２１２の右側の側面が紙幣処理ユニット２１０の手前側の面となっ
ており、図７における左向きの方向が紙幣処理ユニット２１０の奥行き方向となっている
。図７に示すように、搬送部２３０は、筐体２１２の中央位置に配置された周回搬送部２
３０ａおよび複数の接続搬送部２３０ｂから構成されている。また、搬送部２３０には上
述した通過検知センサ１３１と略同一の構成を有する通過検知センサ２３１が搬送路に沿
って複数設けられており、搬送部２３０により搬送される紙幣が当該通過検知センサ２３
１により検知されるようになっている。また、紙幣受入部２２０、紙幣払出部２２２、出
金リジェクト部２２４、後述する紙幣収納カセット３００を着脱自在に装着可能なカセッ
ト装着部２２６および３つの収納繰出部２３４、２３６、２３８が、それぞれ、周回搬送
部２３０ａを取り囲むよう配置されている。また、図９に示すように、複数の接続搬送部
２３０ｂの各々により、紙幣受入部２２０、紙幣払出部２２２、出金リジェクト部２２４
、カセット装着部２２６および３つの収納繰出部２３４、２３６、２３８の各々と、周回
搬送部２３０ａとの間をそれぞれ接続するようになっている。また、周回搬送部２３０ａ
には識別部２３２が設けられており、この識別部２３２は、周回搬送部２３０ａにより搬
送される紙幣の金種、真偽、正損、表裏、搬送状態等の識別を行うようになっている。
【００６４】
　周回搬送部２３０ａは、図７における時計回りの方向および反時計回りの方向の両方向
に紙幣を１枚ずつ搬送することができるようになっている。また、搬送部２３０において
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、周回搬送部２３０ａと各接続搬送部２３０ｂとの間で紙幣の搬送経路を切り換える経路
切換部（図示せず）が、周回搬送部２３０ａに沿って配置されている。
【００６５】
　図６および図７に示すように、筐体２１２の前面には、紙幣受入部２２０の紙幣受入口
２２０ａと、紙幣払出部２２２の紙幣取出口２２２ａとがそれぞれ設けられている。また
、カセット装着部２２６の前面側には扉２２６ａが設けられており、この扉２２６ａを開
くことにより紙幣収納カセット３００をカセット装着部２２６に装着させたりこのカセッ
ト装着部２２６から紙幣収納カセット３００を取り出したりすることができるようになっ
ている。また、カセット装着部２２６には、当該カセット装着部２２６に装着された紙幣
収納カセット３００に設けられている記録媒体３０４に様々な情報を書き込む書込部（図
示せず）および当該記録媒体３０４から様々な情報を読み取る読取部（図示せず）がそれ
ぞれ設けられている。
【００６６】
　紙幣受入部２２０には紙幣繰出機構２２１が設けられており、紙幣受入口２２０ａに１
枚あるいは複数枚の紙幣が投入されたことが検知されると紙幣繰出機構２２１が駆動され
ることにより紙幣が接続搬送部２３０ｂを介して周回搬送部２３０ａ側へ１枚ずつ繰り出
されるようになっている。
【００６７】
　紙幣払出部２２２は、各収納繰出部２３４、２３６、２３８から周回搬送部２３０ａに
繰り出された紙幣を紙幣取出口２２２ａにより筐体２１２の外部へ放出するようになって
いる。
【００６８】
　出金リジェクト部２２４は、出金処理時において各収納繰出部２３４、２３６、２３８
から繰り出された紙幣のうち、重送や斜行等の搬送異常により識別部２３２で識別するこ
とができない紙幣を出金リジェクト紙幣として収納するようになっている。また、紙幣受
入部２２０から筐体２１２の内部に取り込まれた紙幣のうち、入金処理時において汚損等
により識別部２３２で識別することができない紙幣は入金リジェクト紙幣として紙幣払出
部２２２に返却されるようになっている。
【００６９】
　各収納繰出部２３４、２３６、２３８は、識別部２３２の識別結果に基づいて紙幣を金
種別に収納するようになっている。これらの収納繰出部２３４、２３６、２３８には、紙
幣処理ユニット２１０に入金された売上金としての紙幣や釣銭として出金されるべき紙幣
が収納されるようになっている。具体的には、例えば収納繰出部２３４には千円札が収納
され、収納繰出部２３６には二千円札および五千円札が混合状態で収納され、収納繰出部
２３８には一万円札が収納されるようになっている。また、各収納繰出部２３４、２３６
、２３８にはそれぞれ紙幣繰出機構２３５、２３７、２３９が設けられており、これらの
収納繰出部２３４、２３６、２３８に収納されている紙幣は各紙幣繰出機構２３５、２３
７、２３９により接続搬送部２３０ｂを介して周回搬送部２３０ａ側へ１枚ずつ繰り出さ
れるようになっている。
【００７０】
　次に、貨幣釣銭機２００において釣銭準備金としての紙幣が不足する場合に、貨幣入出
金機１００から釣銭準備金としての紙幣を上述の紙幣収納カセット３００に出金し、この
貨幣入出金機１００から出金された釣銭準備金としての紙幣を貨幣釣銭機２００に補充す
る動作について図８に示すフローチャートを用いて説明する。なお、説明のため、貨幣入
出金機１００の搬送部１３０において紙幣の詰まり等の異常が発生した場合と、識別部１
３２または通過検知センサ１３１等の検知結果により紙幣の重送や斜行であると判定され
た紙幣が出金リジェクト部１２４に収納された場合とを想定し、それぞれについて説明す
る。また、以下の説明においては、貨幣釣銭機２００に入金されるべき釣銭準備金が千円
札５０枚であるとする。また、貨幣入出金機１００において千円札を収納する収納繰出部
１３４には、貨幣釣銭機２００に入金されるべき紙幣の枚数と同じ５０枚の千円札（紙幣
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）が収納されているとする。
【００７１】
　まず、収納繰出部１３４から紙幣収納カセット３００に釣銭準備金としての紙幣を送る
ような出金処理を行う際に、貨幣入出金機１００の搬送部１３０において紙幣の詰まり等
の異常が検知されたときの動作について説明する。
【００７２】
　始めに、操作者は、操作表示部１０４等を用いて制御部１０２に紙幣の出金処理の指令
を入力する（図８のＳＴＥＰ１の「ＹＥＳ」）。すると、出金処理において出金されるべ
き紙幣が１枚ずつ収納繰出部１３４から搬送部１３０に繰り出され（ＳＴＥＰ２）、収納
繰出部１３４から搬送部１３０に繰り出された紙幣は、識別部１３２により識別される（
ＳＴＥＰ３）。次に、搬送部１３０により搬送される紙幣が重送や斜行等の搬送異常の紙
幣ではないことが識別部１３２により識別されると（ＳＴＥＰ４の「ＮＯ」）、この紙幣
は搬送部１３０より紙幣収納カセット３００に向かって搬送される。そして、搬送部１３
０等における紙幣の詰まり等の異常が発生しなかった場合には（ＳＴＥＰ６の「ＮＯ」）
、この紙幣は搬送部１３０により紙幣収納カセット３００に送られ（ＳＴＥＰ７）、当該
紙幣収納カセット３００に収納される。一方で、搬送部１３０等における紙幣の詰まり等
の異常が発生した場合（ＳＴＥＰ６の「ＹＥＳ」）には、異常検知手段１９０により異常
が検知される（ＳＴＥＰ１１）。なお、このとき、搬送部１３０による紙幣の搬送が停止
させられるようになっている。
【００７３】
　次に、操作表示部１０４には、異常検知手段１９０により異常が検知されたことと、当
該異常を解消するための手順を示すガイダンスが表示される（ＳＴＥＰ１２）。そして、
操作者は、操作表示部１０４に示されたガイダンスに従い、例えば貨幣入出金機１００の
側面に設けられた扉（図示せず）を開けて搬送部１３０にアクセスする等により、当該搬
送部１３０から詰まり等の異常の原因となった紙幣と、搬送路上にある紙幣とを手動で取
り除くようにする。このことにより、搬送部１３０等における紙幣の詰まり等の異常が解
消される（ＳＴＥＰ１３の「ＹＥＳ」）。また、操作者は、搬送部１３０等から取り除か
れた紙幣（千円札）を紙幣受入口１２０ａに投入することにより、収納繰出部１３４に収
納させる。すなわち、戻し処理以外の処理により収納繰出部１３４に紙幣を戻すようにす
る。
【００７４】
　そして、異常検知手段１９０により紙幣の詰まり等の異常が検知されたときに、紙幣収
納カセット３００に少なくとも１枚の紙幣が収納されていた場合には、上述の戻し処理が
行われるようになっている。具体的には、異常検知手段１９０により検知された異常が解
消されたこと（ＳＴＥＰ１３の「ＹＥＳ」）を条件として、戻し処理が行われるようにな
っている（ＳＴＥＰ１４）。また、戻し処理において、紙幣収納カセット３００に収納さ
れていた紙幣が全て当該紙幣収納カセット３００から繰り出され、収納繰出部１３４に収
納される。このことにより、出金処理において紙幣の詰まり等の異常が発生した場合であ
っても、カセット装着部１２６から紙幣収納カセット３００を手で取り外したり当該紙幣
収納カセット３００から紙幣を手で取り出したりする必要がなくなり、よって収納繰出部
１３４に紙幣を戻す処理にかかる時間を短縮することができるとともに防盗性を向上させ
ることができる。
【００７５】
　なお、上記の説明においては、異常の原因となった紙幣を搬送部１３０等から取り除き
、紙幣受入口１２０ａに投入することにより収納繰出部１３４に収納させた後に戻し処理
を行うようになっているが、異常の原因となった紙幣が搬送部１３０等から取り除かれた
後に戻し処理を行い、その後搬送部１３０等から取り除かれた紙幣を紙幣受入口１２０ａ
に投入することにより、収納繰出部１３４に収納させるようにしてもよい。
【００７６】
　そして、操作表示部１０４に、戻し処理が行われた後の収納繰出部１３４に収納されて
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いる紙幣の在高に係る情報が表示される（ＳＴＥＰ１５）。より詳細には、紙幣の詰まり
等の異常が発生した場合には、異常検知手段１９０により異常が検知された時点における
収納繰出部１３４に収納されている紙幣と、戻し処理により紙幣収納カセット３００から
収納繰出部１３４に戻された紙幣と、搬送部１３０等から取り除かれた後に紙幣受入口１
２０ａから投入されることにより収納繰出部１３４に戻された紙幣との合計の在高に係る
情報が操作表示部１０４に表示されるようになっている。次に、操作者により操作表示部
１０４等により再出金処理の指令が入力されると（ＳＴＥＰ１６の「ＹＥＳ」）、再出金
処理が行われるようになる。なお、再出金処理において、操作者は、異常検知手段１９０
により異常が検知された時点における収納繰出部１３４に収納されている紙幣の枚数と、
戻し処理により紙幣収納カセット３００から収納繰出部１３４に戻された紙幣の枚数と、
搬送部１３０等から取り除かれた後に紙幣受入口１２０ａから投入されることにより収納
繰出部１３４に戻された紙幣の枚数との合計以下の数の紙幣（この場合には、５０枚以下
の数の紙幣）を出金する旨の指令を操作表示部１０４により制御部１０２に与えるように
する。なお、操作者が操作表示部１０４等により再出金処理の指令を入力する代わりに、
再出金処理が自動で行われるようになっていてもよい。このような再出金処理を行うこと
により、貨幣釣銭機２００に入金されるべき釣銭準備金である千円札５０枚を紙幣収納カ
セット３００に収納させることができるようになる。
【００７７】
　その後、操作者は貨幣入出金機１００のカセット装着部１２６から紙幣収納カセット３
００を取り外し、貨幣釣銭機２００のカセット装着部２２６に取り付ける。このことによ
り、紙幣収納カセット３００から紙幣が繰り出され、貨幣釣銭機２００の収納繰出部２３
４に紙幣が収納される。このようにして、貨幣入出金機１００から釣銭準備金としての紙
幣を上述の紙幣収納カセット３００に出金し、この貨幣入出金機１００から出金された釣
銭準備金としての紙幣を貨幣釣銭機２００に補充する動作が完了する。
【００７８】
　次に、収納繰出部１３４から紙幣収納カセット３００に釣銭準備金としての紙幣を送る
ような出金処理を行う際に、識別部１３２または通過検知センサ１３１等の検知結果によ
り紙幣の重送や斜行であると判定された紙幣が出金リジェクト部１２４に収納されること
により、異常検知手段１９０により異常が検知されたときの動作について説明する。
【００７９】
　まず、操作者は、操作表示部１０４等を用いて制御部１０２に紙幣の出金処理の指令を
入力する（図８のＳＴＥＰ１の「ＹＥＳ」）。すると、出金処理において出金されるべき
紙幣が１枚ずつ収納繰出部１３４から搬送部１３０に繰り出され（ＳＴＥＰ２）、収納繰
出部１３４から搬送部１３０に繰り出された紙幣は、識別部１３２により識別される（Ｓ
ＴＥＰ３）。そして、搬送部１３０により搬送される紙幣が重送や斜行等の搬送異常の紙
幣であることが識別部１３２により識別されると（ＳＴＥＰ４の「ＹＥＳ」）、この重送
や斜行等の搬送異常の紙幣は出金リジェクト部１２４に送られるようになる（ＳＴＥＰ５
）。なお、重送や斜行等の紙幣の搬送異常が発生した場合には、搬送部１３０等において
紙幣の詰まりが発生した場合とは異なり、異常を解消するための作業が必要ではないため
、収納繰出部１３４からの紙幣の繰り出しおよび搬送部１３０による紙幣の搬送は停止さ
れないようになっている。すなわち、出金リジェクト部１２４に送られた出金リジェクト
紙幣が発生した場合であっても、出金されるべき紙幣の全てが収納繰出部１３４から繰り
出されておらず、かつ収納繰出部１３４内に紙幣が少なくとも１枚以上収納されていると
きには、新たに収納繰出部１３４から紙幣が繰り出され（ＳＴＥＰ２）、収納繰出部１３
４から繰り出された紙幣が識別部１３２により識別され（ＳＴＥＰ３）、重送や斜行等の
搬送異常がなく（ＳＴＥＰ４の「ＮＯ」）、紙幣の詰まり等の異常が発生しない場合には
（ＳＴＥＰ６の「ＹＥＳ」）、搬送部１３０により紙幣収納カセット３００に送られ（Ｓ
ＴＥＰ７）、当該紙幣収納カセット３００に収納されるようになる。
【００８０】
　そして、出金されるべき紙幣が全て収納繰出部１３４から紙幣収納カセット３００に送
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られ（ＳＴＥＰ８の「ＹＥＳ」）、出金処理において収納繰出部１３４から紙幣収納カセ
ット３００に送られるべき紙幣の数が、実際に紙幣収納カセット３００に収納された紙幣
の数と一致する場合には（ＳＴＥＰ９の「ＹＥＳ」）、紙幣の出金処理を終了する。
【００８１】
　一方、出金処理において収納繰出部１３４から紙幣収納カセット３００に送られるべき
紙幣の数が、実際に紙幣収納カセット３００に収納された紙幣の数と一致しない場合には
（ＳＴＥＰ９の「ＮＯ」）、異常検知手段１９０により異常が検知されるようになってい
る（ＳＴＥＰ１０）。具体的には、収納繰出部１３４に５０枚の紙幣が収納されており、
５０枚の紙幣を紙幣収納カセット３００に出金する指令を与えた際に、例えば、少なくと
も１枚の紙幣が斜行等により出金リジェクト部１２４に送られることにより、４９枚以下
の紙幣が紙幣収納カセット３００に収納されたときに、異常検知手段１９０により異常が
検知されるようになっている。
【００８２】
　そして、異常検知手段１９０により異常が検知されると、上述の戻し処理が行われる（
ＳＴＥＰ１４）。戻し処理が行われることにより、紙幣収納カセット３００に収納されて
いた全ての紙幣が収納繰出部１３４に戻されるようになる。このことにより、出金処理に
おいて重送や斜行等の搬送異常による出金リジェクトが発生した場合であっても、カセッ
ト装着部１２６から紙幣収納カセット３００を手で取り外したり当該紙幣収納カセット３
００から紙幣を手で取り出したりする必要がなくなり、よって収納繰出部１３４に紙幣を
戻す処理にかかる時間を短縮することができるとともに防盗性を向上させることができる
。
【００８３】
　なお、収納繰出部１３４に５０枚の紙幣が収納されており、５０枚の紙幣を紙幣収納カ
セット３００に出金する指令を与えた場合において、例えば、少なくとも１枚の紙幣が斜
行等により出金リジェクト部１２４に送られたときに、異常検知手段１９０により異常が
検知されるようになっていてもよい。また、この場合には、紙幣が出金リジェクト部１２
４に送られた時点において搬送路上にある紙幣を、搬送部１３０により紙幣収納カセット
３００に搬送し、当該紙幣収納カセット３００に収納させるようにする。そして、搬送路
上にあった全ての紙幣が紙幣収納カセット３００に収納された後、上述した戻し処理を行
うようにする。言い換えると、所定の枚数の紙幣が斜行等により出金リジェクト部１２４
に送られたことに基づいて、異常検知手段１９０により異常が検知されるようにする場合
においては、出金処理の途中であっても、指定された枚数の紙幣を全て出金することがで
きないことを判断することができる状況となったときに、異常が検知されるようになって
いる。このことにより、紙幣収納カセット３００に所定の枚数の紙幣が収納されたか否か
に基づいて、異常検知手段１９０により異常が検知されるようになっている場合と比較し
て、紙幣をより迅速に処理することができるようになる。
【００８４】
　また、戻し処理により紙幣収納カセット３００から紙幣が戻された収納繰出部１３４に
おける紙幣の枚数（例えば、出金処理において２枚の紙幣が出金リジェクト部１２４に送
られた場合には、４８枚の紙幣）が再出金処理において出金可能となる。より詳細には、
操作表示部１０４に、戻し処理が行われた後の収納繰出部１３４に収納されている紙幣の
在高に係る情報が表示される（ＳＴＥＰ１５）。その後、操作者により操作表示部１０４
等により再出金処理の指令が入力されると（ＳＴＥＰ１６の「ＹＥＳ」）、再出金処理が
行われる。なお、再出金処理において、操作者は、戻し処理により紙幣収納カセット３０
０から紙幣が戻された収納繰出部１３４における紙幣の枚数以下の数の紙幣（例えば、出
金処理において２枚の紙幣が出金リジェクト部１２４に送られた場合には、４８枚以下の
数の紙幣）を出金する旨の指令を操作表示部１０４等により制御部１０２に与えるように
する。また、操作者が操作表示部１０４等により再出金処理の指令を入力する代わりに、
再出金処理が自動で行われるようになっていてもよい。また、釣銭準備金としての紙幣の
不足分は、貨幣入出金機１００の硬貨処理ユニット１５０から硬貨として出金するように
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してもよい。また、紙幣の重送や斜行による異常が発生した場合には、戻し処理を行う前
に収納繰出部１３４に収納されている全ての紙幣を一度紙幣収納カセット３００に送った
後に、戻し処理を行うようにしてもよい。このことにより、再出金可能となる紙幣の枚数
をより確実に把握することができるようになる。
【００８５】
　また、例えば、出金処理において２枚の紙幣が出金リジェクト部１２４に送られた場合
には、貨幣釣銭機２００に入金されるべき釣銭準備金の枚数（５０枚）よりも２枚少ない
枚数の紙幣（４８枚の紙幣）が紙幣収納カセット３００に収納されるとともに、紙幣収納
カセット３００の記録媒体３０４には再出金履歴が書き込まれる。その後、操作者は貨幣
入出金機１００のカセット装着部１２６から紙幣収納カセット３００を取り外し、貨幣釣
銭機２００のカセット装着部２２６に取り付ける。このことにより、紙幣収納カセット３
００から４９枚の紙幣が繰り出され、貨幣釣銭機２００の収納繰出部２３４に紙幣が収納
される。このようにして、貨幣入出金機１００から釣銭準備金としての紙幣を上述の紙幣
収納カセット３００に出金し、この貨幣入出金機１００から出金された釣銭準備金として
の紙幣を貨幣釣銭機２００に補充する動作が完了する。
【００８６】
　なお、貨幣釣銭機２００に入金されるべき釣銭準備金の枚数よりも少ない枚数の紙幣が
紙幣収納カセット３００から繰り出され、貨幣釣銭機２００に補充された場合であっても
、再出金履歴が紙幣収納カセット３００の記録媒体３０４に書き込まれている場合には、
記録媒体３０４から読み取られた情報に基づいて、操作者による不正な紙幣の抜き取り等
が行われていないと判断することができるようになっている。より詳細には、紙幣収納カ
セット３００が貨幣釣銭機２００のカセット装着部２２６に取り付けられると、当該カセ
ット装着部２２６に設けられた読取部により記録媒体３０４に記録されている情報（すな
わち、再出金履歴）が読み取られるようになっている。このため、再出金履歴の内容に基
づいて、操作者による不正な紙幣の抜き取り等がされていなかったことを判断することが
できるようになる。このことにより、貨幣釣銭機２００に入金されるべき釣銭準備金より
も少ない枚数の紙幣が貨幣釣銭機２００に補充された場合であっても、再出金履歴が紙幣
収納カセット３００の記録媒体３０４に書き込まれている場合には、操作者が不正を行っ
ていないことを確認することができる。
【００８７】
　なお、本実施の形態による貨幣入出金機１００は、上述したような態様に限定されるこ
とはなく、様々な変更を加えることができる。
【００８８】
　例えば、硬貨処理ユニット１５０に、入金搬送部１５４や出金搬送部１６２等の搬送部
と接続されており、硬貨を収納するとともに収納されている硬貨を繰り出し可能な硬貨収
納カセットを着脱自在に装着することのできるカセット装着部が設けられていてもよい。
また、この場合に、入金搬送部１５４や出金搬送部１６２等の搬送部における硬貨の通過
を検知する、光学センサ等からなる複数の通過検知センサが設けられていてもよい。また
、異常検知手段１９０は、硬貨処理ユニット１５０の各通過検知センサによる硬貨の検知
結果に基づいて、入金搬送部１５４および出金搬送部１６２等により搬送される硬貨の詰
まり等の異常等を検知するようになっていてもよい。この場合には、紙幣について上述し
た戻し処理等を硬貨についても行うことができるようになり、よって収納繰出部１６０に
硬貨を戻す処理に係る時間を短縮することができるとともに防盗性を向上させることがで
きるようになる。
【００８９】
　また、本発明の原理を適用することができる貨幣処理機は、上述した貨幣入出金機１０
０に限定されることはない。例えば、貨幣釣銭機２００に本発明の原理を適用するように
してもよい。より詳細には、貨幣釣銭機２００において回収されるべき紙幣を紙幣収納カ
セット３００に収納させる際に、搬送部２３０等における紙幣の詰まりや連鎖、重送およ
び斜行等の搬送異常が発生したときに、上述した戻し処理および再出金処理等を行うよう
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になっていてもよい。
【００９０】
　また、本発明の原理は、貨幣を収納するとともに収納されている貨幣を繰り出し可能な
カセットを用いて貨幣の処理を行う貨幣処理機であれば、他の一般的な貨幣処理機にも適
用することができる。
【符号の説明】
【００９１】
１００　　貨幣入出金機
１０１　　筐体
１０２　　制御部
１０４　　操作表示部
１０５　　通信部
１０６　　記憶部
１１０　　紙幣処理ユニット
１２０　　紙幣受入部
１２０ａ　紙幣受入口
１２１　　紙幣繰出機構
１２２　　紙幣払出部
１２２ａ　紙幣取出口
１２４　　出金リジェクト部
１２６　　カセット装着部
１２６ａ　扉
１２８　　書込部
１２９　　読取部
１３０　　搬送部
１３０ａ　周回搬送部
１３０ｂ　接続搬送部
１３１　　通過検知センサ
１３２　　識別部
１３４、１３６　収納繰出部
１３５、１３７　紙幣繰出機構
１４０　　回収カセット
１４０ａ　扉
１５０　　硬貨処理ユニット
１５２　　硬貨受入部
１５３　　硬貨繰出機構
１５４　　入金搬送部
１５６　　識別部
１５８　　第１分岐部
１６０　　収納繰出部
１６２　　出金搬送部
１６４　　第２分岐部
１６６　　硬貨払出部
１７０　　回収カセット
１７０ａ　扉
１８０　　包装硬貨収納ユニット
１９０　　異常検知手段
２００　　貨幣釣銭機
２１０　　紙幣処理ユニット
２１２　　筐体
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２２０　　紙幣受入部
２２０ａ　紙幣受入口
２２１　　紙幣繰出機構
２２２　　紙幣払出部
２２２ａ　紙幣取出口
２２４　　出金リジェクト部
２２６　　カセット装着部
２２６ａ　扉
２３０　　搬送部
２３０ａ　周回搬送部
２３０ｂ　接続搬送部
２３１　　通過検知センサ
２３２　　識別部
２３４、２３６、２３８　収納繰出部
２３５、２３７、２３９　紙幣繰出機構
２４０　　通信部
２５０　　硬貨処理ユニット
２８０　　包装硬貨収納ユニット
２９０　　ＰＯＳレジスタ
３００　　紙幣収納カセット
３０１　　ケーシング
３０２　　開口
３０４　　記録媒体

【図１】 【図２】
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